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１． 子ども・子育て支援金制度の概要について 

 

（1） 子ども・子育て支援金制度の創設 

○ 少子化・人口減少が危機的な状況にある中、 「こども未来戦略」 （令和５年 12 月 

22 日閣議決定） において、児童手当の抜本的拡充など、年 3.6 兆円規模のこど

も・子育て政策の給付拡充を図ることとなった。こうした大きな給付拡充に当たって

は、経済政策と調和した財政枠組みとするとともに、若い世代の方々が将来に展望

を持てるよう、責任を持って安定財源を確保する必要性が示された。 

○ そのため、こども未来戦略「加速化プラン」における少子化対策の抜本的強化に当た

り、少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい

分かち合い・連帯の仕組みとして、医療保険の保険料とあわせて拠出いただく子ど

も・子育て支援金制度を令和８年度に創設することとなった。 

（2） 子ども・子育て支援金制度の内容 

○ 政府は、国が負担する部分等を除いた部分に充てるため、令和８年度から毎年度、

健康保険者等（全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県、国民健康保険組合、

共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は後期高齢者医療広域連合）から、支

援納付金を徴収する。（令和 8 年度 概ね 6,000 億円 令和 9 年度 概ね 8,000

億円 令和 10年度 概ね 1兆円） 

○ 国民健康保険及び後期高齢者医療制度においては、低所得者に対する応益分支援

金の軽減措置（医療保険と同様の所得階層別の軽減率（７割、５割、２割））、被保険

者の支援金額に一定の限度（賦課上限）を設ける措置等を設けることとし、詳細は現

行の医療保険制度に準ずる形で実施する。 

○ 国民健康保険における支援金については、本制度が少子化対策に係るものである

ことに鑑み、こどもがいる世帯の拠出額が増えないよう、18 歳に達する日以後の最

初の 3 月 31 日以前までのこどもに係る支援金の均等割額の 10 割軽減の措置

を講じる。 

○ 子ども・子育て支援金の負担額については、令和８年度は負担額を抑え、令和８年

度から令和 10年度にかけて本来の負担額へ近づくよう段階的に改定を行っていく。 
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２． 子ども・子育て支援金制度開始に伴う日野市の国民健康保険税率について 

 

東京都は、子ども・子育て支援金について、次のような方針を示しています。 

◆都内すべての市区町村について、標準保険料率を採用する 

◆賦課方式は２方式（所得割、均等割）とする 

このため、日野市においても、東京都の示す標準保険料率をもとに子ども・子育て支

援金の負担を被保険者の皆様にお願いしたいと考えております。 

 

 

３. 子ども・子育て支援金の標準保険料率について 

 

子ども・子育て支援金分の納付金に係る確定係数は、令和７年１２月末頃に国から示

される見込みです。確定係数の決定を受け、東京都が納付金額及び標準保険料率を計

算するため、標準保険料率が市区町村に示されるのは令和８年１月中旬以降となります。 

  しかし、そのタイミングでは運営協議会への諮問及び答申を受けて、条例改正の議案

上程を行うことが困難であるため、現時点で国から示されている仮係数にて算定された

納付金額を用いて、東京都が計算した標準保険料率で示しています。確定係数に基づく

標準保険料率と異なる可能性がありますがご了承ください。 

 

※仮係数における標準保険料率 

 

日 野 市 

子ども・子育て支援納付金分 

所得割 

子ども・子育て支援納付金分 

均等割 

0.28％ １，８４４円 

        保険税額計算時は、均等割の端数は切り捨て、1,800円にて計算 
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４. 具体的な影響額について（モデルケース） ※仮係数による標準保険料率（により算出 

                               均等割額については、1,800円で計算 

① 2人世帯の場合（世帯主の年金収入のみ・65歳以上） 

 

 

② 4人世帯の場合（世帯主の給与収入のみ・全員 18歳以上） 

 

 

③ 4人世帯の場合（世帯主の給与収入のみ・子ども 2名が 18歳未満） 

 

世帯の収入額 所得割 均等割 小計 最終賦課額 （参考）月額

年金収入150万円

（7割軽減対象者）
0円 1,080円 1,080円 1,000円 83円

年金収入210万円

（5割軽減対象者）
1,596円 1,800円 3,396円 3,300円 275円

年金収入260万円

（2割軽減対象者）
2,996円 2,880円 5,876円 5,800円 483円

年金収入300万円

（軽減なし）
4,116円 3,600円 7,716円 7,700円 642円

世帯の収入額 所得割 均等割 小計 最終賦課額 （参考）月額

給与収入90万円

（7割軽減対象者）
0円 2,160円 2,160円 2,100円 175円

給与収入240万円

（5割軽減対象者）
3,276円 3,600円 6,876円 6,800円 567円

給与収入380万円

（2割軽減対象者）
6,076円 5,760円 11,836円 11,800円 983円

給与収入500万円

（軽減なし）
8,764円 7,200円 15,964円 15,900円 1,325円

世帯の収入額 所得割 均等割 小計 最終賦課額 （参考）月額

給与収入90万円

（7割軽減対象者）
0円 1,080円 1,080円 1,000円 83円

給与収入240万円

（5割軽減対象者）
3,276円 1,800円 5,076円 5,000円 417円

給与収入380万円

（2割軽減対象者）
6,076円 2,880円 8,956円 8,900円 742円

給与収入500万円

（軽減なし）
8,764円 3,600円 12,364円 12,300円 1,025円
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子ども・子育て支援金に関する試算（出典：子ども家庭庁資料） 


